
1 

 

「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正について 

 
令 和 ７ 年 １ 月 ９ 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 
Ⅰ．改正の趣旨 

今般、金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「第二次中間整理」（2022 年 12 月公表）

における提言を踏まえた政府令等の改正案1が公表され、ＰＴＳ取引のうち取引所の立会外取

引に類似するものについてＴＯＢ５％ルールの適用対象外とするなどの方向性が示された。 

これを踏まえ、本協会では、立会外取引に類似する取引について必要な制度整備を行う観

点から、「取引所外売買等に関するワーキング・グループ」において自主規制規則の見直しに

ついて検討を行った。 

今般、同ワーキング・グループにおける検討を踏まえ、「上場株券等の取引所金融商品市場

外での売買等に関する規則」の一部改正を行うこととする。 

 
Ⅱ．改正の骨子 

(1) 立会外取引に類似する取引に関する定義を新設する。 

（第２条第 14 号） 

 

(2) 認可会員（上場株券等の私設取引システム運営業務の認可を受けた会員をいう。）が認

可業務（私設取引システム運営業務をいう。）により、立会外取引に類似する取引を取

り扱う場合には、次に掲げる事項を定めた取扱規則を作成し、自らの参加会員に遵守

させなければならないものとする。 

① 対象有価証券 

② 取引時間 

③ 売買単位 

④ 取引価格の範囲 

⑤ 呼値に関する事項 

⑥ 売買の成立方法 

⑦ 決済日 

⑧ 一定の売買代金を超える取引に係る総売買高等の通知及び公表の時期 

⑨ 社内取引システムによる対当の明示 

 
1 金融庁では、令和６年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等についてパブリックコ

メントを募集（2024 年９月 13 日～2024 年 10 月 13 日）し、2024 年 11 月 20 日付けで改正を行っ

た。（https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20241120/20241120.html） 
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⑩ 信用取引及び貸借取引の制限（これらの取引を取り扱う場合に限る。） 

⑪ その他立会外取引に類似する取引に関し認可会員が必要と認める事項 

（第６条の 10 第１項） 

 

(3) 認可会員は、上記(2)⑧から⑩の事項について、株式会社東京証券取引所の定める「Ｔ

ｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例」及び「ＴｏＳＴＮｅＴ

市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則」と同等の取扱いを行うこ

ととしなければならないものとする。 

（第６条の 10 第２項） 

 

(4) 参加会員は、立会外取引に類似する取引を行うに当たっては、第６条の 10 第１項の

規定に基づき認可会員が定める取扱規則を遵守しなければならないものとする。 

（第６条の 10 第３項） 

 

(5) その他所要の整備を図ることとする。 

 

Ⅲ．施行の時期 

この改正は、令和７年１月９日から施行する。 

 

以  上 
 
 

○ 本件に関するお問い合わせ先： 

日本証券業協会 自主規制本部 エクイティ市場部 （03-6665-6770） 
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「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ７ 年 １ 月 ９ 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

第 １ 章 総則 第 １ 章 総則 

（定義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

１～13 （ 現行どおり ） 

14 立会外取引に類似する取引 

認可会員が行う認可業務による取引

所外売買のうち、金商法施行令第６条

の２第２項第２号ロに定める要件を満

たすものとして同号の規定に基づき金

融庁長官が指定する電子情報処理組織

を使用して行われる取引をいう。 

（定義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

１～13 （ 省   略 ） 

（ 新   設 ） 

  

第 ３ 章 売買の監理 第 ３ 章 売買の監理 

（立会外取引に類似する取引に係る取扱

い） 

第 ６ 条の 10 認可会員は、立会外取引

に類似する取引を取り扱う場合には、次

の各号に掲げる事項を定めた取扱規則を

作成し、自らの参加会員に遵守させなけ

ればならない。 

１ 対象有価証券 

２ 取引時間 

３ 売買単位 

４ 取引価格の範囲 

５ 呼値に関する事項 

６ 売買の成立方法 

７ 決済日 

８ 一定の売買代金を超える取引に係る

総売買高等の通知及び公表の時期 

９ 社内取引システム（金商業等府令第

70条の２第７項に規定する社内取引シ

ステムをいう。）による対当の明示 

10 信用取引及び貸借取引の制限（これ

らの取引を取り扱う場合に限る。） 

11 その他立会外取引に類似する取引に

関し認可会員が必要と認める事項 

２ 認可会員は、前項第８号から第 10 号

に掲げる事項については、株式会社東京

証券取引所の定める「ＴｏＳＴＮｅＴ市

（ 新   設 ） 
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新 旧 

  

場に関する業務規程及び受託契約準則の

特例」及び「ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関す

る業務規程及び受託契約準則の特例の施

行規則」と同等の取扱いを行うこととし

なければならない。 

３ 参加会員は、立会外取引に類似する取

引を行うに当たっては、第１項の規定に

基づき認可会員が定める取扱規則を遵守

しなければならない。 

  

第 ４ 章 報告及び公表等 第 ４ 章 報告及び公表等 

第 ２ 節 認可業務による取引所外売買

の報告及び公表等 

 

（売買の報告）  

第 11 条 （ 現行どおり ） 

２～４  （ 現行どおり ） 

５ 認可会員は、第１項の規定に関わら

ず、立会外取引に類似する取引のうち本

協会が必要と認める取引については、所

定の方法により報告しなければならな

い。 

６    （ 現行どおり ） 

 

第 ２ 節 認可業務による取引所外売買

の報告及び公表等 

 

（売買の報告）  

第 11 条 （ 省   略 ） 

２～４  （ 省   略 ） 

（ 新   設 ） 

 

 

 

 

５    （ 省   略 ） 

（売買等の報告の訂正又は取消し）  

第 12 条 （ 現行どおり ） 

２    （ 現行どおり ） 

３ 認可会員は、第 10 条第３項（前条第

４項において準用する場合を含む。）及

び前条第５項の規定に基づき行った報告

の訂正又は取消しを行おうとする場合に

は、所定の方法により速やかに報告しな

ければならない。 

４    （ 現行どおり ） 

 

（売買等の報告の訂正又は取消し）  

第 12 条 （ 省   略 ） 

２    （ 省   略 ） 

３ 認可会員は、第 10 条第３項（前条第

３項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき行った報告又は取消しを行

おうとする場合には、所定の方法により

速やかに報告しなければならない。 

 

４    （ 省   略 ） 

 

（売買価格等の公表等）  

第 14 条 （ 現行どおり ） 

２・３  （ 現行どおり ） 

４ 本協会は、第 11 条第１項及び第５項

の報告並びに第 12 条に規定する報告の

うち売買に係るものに基づき、上場株券

等の種類毎の売買数量、銘柄別の売買価

格及び売買数量その他本協会が必要と認

める事項を日々取りまとめ、公表する。 

 

（売買価格等の公表等）  

第 14 条 （ 省   略 ） 

２・３  （ 省   略 ） 

４ 本協会は、第 11 条第１項の報告及び

第 12 条に規定する報告のうち売買に係

るものに基づき、上場株券等の種類毎の

売買数量、銘柄別の売買価格及び売買数

量その他本協会が必要と認める事項を

日々取りまとめ、公表する。 

付   則 
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新 旧 

  

この改正は、令和７年１月９日から施行

する。 

  

 

 


